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備
考
1 
金
額
欄
の
上
段
に
は
総
額
を
、
中
段
に
は
内
未
成
額
又
は
内
転
属
額
を
、
下
段
に
は
差
引
額
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
2 
異
常
気
象
名
欄
に
は
、
異
常
気
象
コ
ー
ド
番
号
、
発
生
年
月
日
、
異
常
気
象
名
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
3 
一
の
箇
所
が
二
以
上
の
異
常
気
象
に
よ
り
被
災
し
て
い
る
場
合
は
、
主
な
異
常
気
象
で
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
異
常
気
象
の
う
ち
激
甚
災
害
に
係

る
異
常
気
象
が
あ
る
場
合
は
、
激
甚
災
害
に
係
る
異
常
気
象
と
そ
れ
以
外
の
異
常
気
象
と
に
区
分
し
て
記
載
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
4 
離
島
分
(奄
美
群
島
等
を
含
む
。
)を
( 
)内
書
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
5 
保
留
と
さ
れ
た
箇
所
に
係
る
も
の
は
計
上
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
保
留
解
除
が
行
わ
れ
、
当
該
箇
所
に
つ
い
て
工
事
費
が
決
定
さ
れ
た
時
は
記
載
事
項
を

変
更
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
、
変
更
部
分
に
つ
い
て
変
更
前
を
赤
色
で
、
変
更
後
を
黒
色
で
記
載
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
6 
第
2次
以
後
の
査
定
に
お
い
て
は
、
当
該
査
定
に
係
る
表
と
当
該
査
定
ま
で
の
全
て
の
査
定
に
係
る
表
と
を
作
成
す
る
こ
と
。
 


